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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

令和２年度 第２回
福島県道路メンテナンス会議

令和３年２月５日

1

2

議 事

（１）令和２年度の活動報告

（２）１巡目点検施設の修繕等措置
の実施状況（2020.12末時点）

【資料２】

【資料３】
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福島県道路メンテナンス会議の活動状況

１．令和２年度の活動報告 資料２

年度 月 会議 研修会・講習会・技術支援 広報活動

2020
（R2）

4
5
6

6/19～3/31 老朽化対策パネル展
(「道の駅」ならは)

7
8
9

7/7 事務局会議
8/24 第１回道路メンテナンス会議 トンネル初級研修（8/18～21）※

橋梁初級Ⅰ研修（8/24～28）※

10
11
12

橋梁初級Ⅰ研修（10/19～23）※
10/14 第1回橋梁点検研修会

現地：三豊橋（喜多方市） 参加者：12名
10/27 現地講習会（中通り地方）

現地：番屋ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（須賀川市）
参加者：32名

10/28 現地講習会（浜通り地方）
現地：清水前橋（相馬市） 参加者：14名

11/2 現地講習会（会津地方）
現地：4-19号函渠（会津若松市） 参加者：15名

11/20 第2回橋梁点検研修会
現地：清水橋（南相馬市） 参加者：10名

橋梁初級Ⅱ研修（11/16～20）※
橋梁セミナー（11/30～12/2）※

12/3 点検支援技術講習会
場所：福島ﾛﾎﾞｯﾄﾃｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ 参加者：25名

12/10 第3回橋梁点検研修会
現地：新道橋（須賀川市） 参加者：14名

※青字は整備局主催研修

11/19 道路メンテナンス概要公表

1
2
3

2/5 第２回道路メンテナンス会議
2/5 道路鉄道連絡会議

1/25 県内道路メンテナンス支援団
現地：徳江大橋（国見町）

3/8～3/12 老朽化対策パネル展
（福島県庁)
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■ 「福島県道路メンテナンス会議（第１回）」

１．令和２年度の活動報告 資料２

令和元年度の点検結果、２巡目点検計画、令和２年度の活動計画（案）

●参 加 者：福島県道路メンテナンス会議構成各道路管理者ほか １０９名（事務局含み）
●主 催：福島県道路メンテナンス会議
●開 催 日：令和２年８月２４日（月）
●内 容：１）令和元年度の点検結果

２）２巡目の点検計画
３）令和２年度の活動報告（案）
４）意見交換
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■ 「現地講習会」

１．令和２年度の活動報告 資料２

目 的：「特定の条件を満足する溝橋の定期点検に関
する参考資料」の周知促進を図るため、現地
講習会を開催

対 象：国、地公体職員等
開催地：中通り地方(須賀川市)１０月２７日 ３２名

浜通り地方（相馬市） １０月２８日 １４名
会津地方(会津若松市)１１月 ２日 １５名

内 容：特定の溝橋の参考資料の座学、現場での実演

中通り地方 現地状況

中通り地方 座学状況

会津地方 現地状況 浜通り地方 現地状況

6

■ 「橋梁点検研修会」

１．令和２年度の活動報告 資料２

● 対 象： 県、市町村職員
● 開催箇所： 中通り、浜通り、会津地方で各１回 計３回
● 時 期： １０月～１２月
● 目 的： 福島県及び市町村が管理する約16,600橋 の道路橋について、

外部委託のほか職員が行うことにより遅滞なく確実に定期点検を
実施するため、職員に「道路橋定期点検要領（国土交通省道路局）」に
基づいた点検・診断に必要な知識及び技能を習得させる。

● 内 容： ・午前（２時間程度）
橋の構造、点検（点検方法、点検記録の記入等）、診断についての座学

・午後（３時間程度）
実際の橋梁を使った点検、診断の実地演習、点検記録作成演習

【午前】：橋の構造や点検、診断についての座学 【午後】：点検調書の作成
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１．令和２年度の活動報告 資料２

■ 「橋梁点検研修会」
● 開催状況

・10/14 会津地方（喜多方市）
参加者 12名

・11/20 浜通り地方（南相馬市）
参加者 10名

・12/10 中通り地方（須賀川市）
参加者 14名

実地研修状況（会津地方）

座学状況（会津地方）

実地研修状況（浜通り地方）

座学状況（浜通り地方）

実地研修状況（中通り地方）

座学状況（中通り地方）
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１．令和２年度の活動報告 資料２

■ 「点検支援技術講習会」

目 的：地方公共団体の点検支援技術に対する理解を深め、定期点検業務の中での
技術の活用方法や留意点等に関する知見を習得し、自らの定期点検に反映
してもらうことを目的に開催

対 象：地方公共団体
開催地：福島ロボットテストフィールド １２月 ３日 ２５名
内 容：１）点検支援技術の活用講習

２）点検支援技術の活用について
３）ＮＥＸＣＯ東日本での取組について
４）試験橋梁での実演
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１．令和２年度の活動報告 資料２

■ 技術支援「県内道路メンテナンス支援団」
令和３年１月 福島県国見町から、国見町大字徳江字八景下の町道４号線に架かる徳江大橋（昭和５９

年架設）の損傷に関して、今後の対応方針について相談があった。
⇒国見町役場で、点検・診断結果等説明を受けた後、現地を確認し今後の対応について

助言を行った。

■ 日 時 令和３年１月２５日（月） １３：３０～ ■ 場 所 国見町役場

■ 相談事項 徳江大橋は昭和５９年架設の５径間鋼トラス橋である。平成２９年度の橋梁点検でボルトのゆるみ
・脱落、床版の漏水・遊離石灰、ひび割れ、防護柵の欠損が発見された。健全度：Ⅲ判定

■ 助 言 点検・診断結果の説明を受けた後、現地確認を行った。損傷原因の推定、措置方法、財政制度、
直轄診断・修繕制度について助言を行った。

国見町

福島市

■ 対象橋梁
橋 梁 名：徳江大橋
橋 長：３１７．２ｍ
総 径 間 数：５径間
上部構造形式：鋼トラス橋
竣 工：昭和５９年

< 打ち合わせ、現地確認状況 >

■ 県内道路メンテナンス支援団概要
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※2014～2018年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕等措置（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（2020.12末時点)
※道路附属物等：シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等

11

施設
措置が必要な
施設数(A)

措置に着手済
の施設数(B)

未着手施設数
(A-B)

措置着手率(B/A)､措置完了率(C/A)

うち完了(C) 管理者

橋梁 2,150
891

(41%)
458

(21%)
1,259
(59%)

国土
交通省

高速道路
会社

地方公共
団体

トンネル 107
59

(55%)
27

(25%)
48

(45%)

国土
交通省

高速道路
会社

地方公共
団体

道路
附属物等

223
70

(31%)
38

(17%)
153

(69%)

国土
交通省

高速道路
会社

地方公共
団体

○ １巡目点検で次回点検まで（５年以内）に措置を講ずるべき判定区分Ⅲ・Ⅳの施設で、２０２０年１２月末
までに修繕等の措置に着手した割合は、橋梁：４１％、トンネル：５５％、道路附属物等：３１％

○ 一方、修繕等措置に未着手の施設数は、橋梁：１，２５９橋、トンネル：４８箇所、道路附属物等：１５３施設

【施設別の判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕等措置の実施状況（福島県）】

99%

63%

37%

87%

100%

47%

50%

83%

21%

62%

26%

19%

47%

40%

21%

23%

83%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

資料３２．１巡目点検施設の修繕等措置の実施状況（2020.12末時点）

：修繕等措置（設計を含む）に着手した割合

：修繕等措置が完了した割合

措置着手率

措置完了率

12
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管理者
措置が必要な
施設数(A)

措置に着手済
の施設数(B)

未着手施設数
(A-B)

措置着手率(B/A)､措置完了率(C/A)

うち完了(C) 点検年度

国土
交通省

103
102

(99%)
64

(62%)
1

(1%)

2014

2015

2016

2017

2018

高速道路
会社

102
64

(63%)
27

(26%)
38

(37%)

2014

2015

2016

2017

2018

地方公共
団体計

1,945
725

(37%)
367

(19%)
1,220
(63%)

2014

2015

2016

2017

2018

県 713
266

(37%)
129

(18%)
447

(63%)

2014

2015

2016

2017

2018

市町村 1,232
459

(37%)
238

(19%)
773

(63%)

2014

2015

2016

2017

2018

合計 2,150
891

(41%)
458

(21%)
1,259
(59%)

２．１）橋梁の修繕等措置の実施状況（2020.12末時点）

【橋梁の判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕等措置の実施状況（福島県）】

着手済完了済

○ １巡目点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された橋梁で、２０２０年１２月末までに修繕等の措置に着手
した割合は、国土交通省：９９％、高速道路会社：６３％、県：３７％、市町村：３７％

○ 地方公共団体の２０１４年度点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された橋梁の修繕等措置の着手率は８０％

※2014～2018年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕等措置（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（2020.12末時点)

100%
100%
100%
96%
100%
100%

67%
78%

58%
27%

80%
48%

38%
29%

13%
76%

51%
41%

17%
1%

90%
47%

37%
34%

22%

100%
80%

26%
46%

22%
46%
50%

22%
21%
15%

54%
26%
20%
10%
4%

47%
19%
17%
6%
1%

75%
30%

21%
11%
7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

資料３
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２．１）橋梁の修繕等措置の実施状況（2020.12末時点）

【橋梁の点検実施年度別の判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕等措置の実施状況（福島県）】

管理者
点検実施
年度

措置が必要な
施設数(A)

措置に着手済
の施設数(B)

措置完了済の
施設数(C)

未着手施設数
(A-B)

国土
交通省

2014

103

29

102
(99%)

29

64
(62%)

29

1
(1%)

0
2015 20 20 16 0
2016 19 19 5 0
2017 26 25 12 1
2018 9 9 2 0

高速道路
会社

2014

102

13

64
(63%)

13

27
(26%)

6

38
(37%)

0
2015 12 8 6 4
2016 32 25 7 7
2017 19 11 4 8
2018 26 7 4 19

地方公共
団体計

2014

1,945

167

725
(37%)

133

367
(19%)

90

1,220
(63%)

34
2015 334 161 88 173
2016 626 238 123 388
2017 535 156 54 379
2018 283 37 12 246

県

2014

713

127

266
(37%)

97

129
(18%)

60

447
(63%)

30
2015 118 60 23 58
2016 207 84 36 123
2017 141 24 9 117
2018 120 1 1 119

市町村

2014

1,232

40

459
(37%)

36

238
(19%)

30

773
(63%)

4
2015 216 101 65 115
2016 419 154 87 265
2017 394 132 45 262
2018 163 36 11 127

合計 2,150
891

(41%)
458

(21%)
1,259
(59%)

※2014～2018年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕等措置（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（2020.12末時点)

資料３
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管理者
措置が必要な
施設数(A)

措置に着手済
の施設数(B)

未着手施設数
(A-B)

措置着手率(B/A)､措置完了率(C/A)

うち完了(C) 点検年度

国土
交通省

15
13

(87%)
7

(47%)
2

(13%)

2014

2015

2016

2017

2018

高速道路
会社

5
5

(100%)
2

(40%)
0

(0%)

2014

2015

2016

2017

2018

地方公共
団体計

87
41

(47%)
18

(21%)
46

(53%)

2014

2015

2016

2017

2018

県 72
34

(47%)
13

(18%)
38

(53%)

2014

2015

2016

2017

2018

市町村 15
7

(47%)
5

(33%)
8

(53%)

2014

2015

2016

2017

2018

合計 107
59

(55%)
27

(25%)
48

(45%)

２．２）トンネルの修繕等措置の実施状況（2020.12末時点）

着手済完了済

○ １巡目点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断されたトンネルで、２０２０年１２月末までに修繕等の措置に着手
した割合は、国土交通省：８７％、高速道路会社：１００％、県：４７％、市町村：４７％

○ 地方公共団体の２０１４年度点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断されたトンネルの修繕等措置の着手率は１００％

※2014～2018年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕等措置（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（2020.12末時点)

【トンネルの判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕等措置の実施状況（福島県）】

100%
100%

50%
100%
100%
100%

100%
75%

17%
51%

36%
100%

67%
17%

45%
83%

100%
100%

100%
0%

33%
63%

25%
33%

0%
100%

100%
75%

6%
7%
21%

100%
67%

6%
0%

50%
100%
100%

60%
0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

資料３
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２．２）トンネルの修繕等措置の実施状況（2020.12末時点）

【トンネルの点検実施年度別の判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕等措置の実施状況（福島県）】

資料３

管理者
点検実施
年度

措置が必要な
施設数(A)

措置に着手済
の施設数(B)

措置完了済の
施設数(C)

未着手施設数
(A-B)

国土
交通省

2014

15

0

13
(87%)

0

7
(47%)

0

2
(13%)

0
2015 3 3 1 0
2016 8 8 5 0
2017 0 0 0 0
2018 4 2 1 2

高速道路
会社

2014

5

3

5
(100%)

3

2
(40%)

1

0
(0%)

0
2015 1 1 0 0
2016 1 1 1 0
2017 0 0 0 0
2018 0 0 0 0

地方公共
団体計

2014

87

8

41
(47%)

8

18
(21%)

8

46
(53%)

0
2015 4 3 3 1
2016 18 3 1 15
2017 43 22 3 21
2018 14 5 3 9

県

2014

72

7

34
(47%)

7

13
(18%)

7

38
(53%)

0
2015 3 2 2 1
2016 18 3 1 15
2017 38 17 0 21
2018 6 5 3 1

市町村

2014

15

1

7
(47%)

1

5
(33%)

1

8
(53%)

0
2015 1 1 1 0
2016 0 0 0 0
2017 5 5 3 0
2018 8 0 0 8

合計 107
59

(55%)
27

(25%)
48

(45%)

※2014～2018年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕等措置（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（2020.12末時点)
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管理者
措置が必要な
施設数(A)

措置に着手済
の施設数(B)

未着手施設数
(A-B)

措置着手率(B/A)､措置完了率(C/A)

うち完了(C) 点検年度

国土
交通省

26
13

(50%)
6

(23%)
13

(50%)

2014

2015

2016

2017

2018

高速道路
会社

24
20

(83%)
20

(83%)
4

(17%)

2014

2015

2016

2017

2018

地方公共
団体計

173
37

(21%)
12

(7%)
136

(79%)

2014

2015

2016

2017

2018

県 157
31

(20%)
8

(5%)
126

(80%)

2014

2015

2016

2017

2018

市町村 16
6

(38%)
4

(25%)
10

(63%)

2014

2015

2016

2017

2018

合計 223
70

(31%)
38

(17%)
153

(69%)
着手済完了済

○ １巡目点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された道路附属物等で、２０２０年１２月末までに修繕等の措置に着手
した割合は、国土交通省：５０％、高速道路会社：８３％、県：２０％、市町村：３８％

○ 地方公共団体の２０１４年度点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された附属物等の修繕等措置の着手率は６７％

※2014～2018年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕等措置（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（2020.12末時点)

【道路附属物等の判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕等措置の実施状況（福島県）】

100%
64%

25%
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100%
100%
100%
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14%
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68%
0%

14%
27%

73%
0%
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資料３２．３）道路附属物等の修繕等措置の実施状況（2020.12末時点）
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【道路附属物等の点検実施年度別の判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕等措置の実施状況（福島県）】

資料３２．３）道路附属物等の修繕等措置の実施状況（2020.12末時点）

管理者
点検実施
年度

措置が必要な
施設数(A)

措置に着手済
の施設数(B)

措置完了済の
施設数(C)

未着手施設数
(A-B)

国土
交通省

2014

26

0

13
(50%)

0

6
(23%)

0

13
(50%)

0
2015 4 4 2 0
2016 11 7 4 4
2017 8 2 0 6
2018 3 0 0 3

高速道路
会社

2014

24

3

20
(83%)

3

20
(83%)

3

4
(17%)

0
2015 9 9 9 0
2016 8 8 8 0
2017 0 0 0 0
2018 4 0 0 4

地方公共
団体計

2014

173

6

37
(21%)

4

12
(7%)

2

136
(79%)

2
2015 50 7 3 43
2016 50 13 4 37
2017 19 13 3 6
2018 48 0 0 48

県

2014

157

0

31
(20%)

0

8
(5%)

0

126
(80%)

0
2015 50 7 3 43
2016 49 13 4 36
2017 15 11 1 4
2018 43 0 0 43

市町村

2014

16

6

6
(38%)

4

4
(25%)

2

10
(63%)

2
2015 0 0 0 0
2016 1 0 0 1
2017 4 2 2 2
2018 5 0 0 5

合計 223
70

(31%)
38

(17%)
153

(69%)

※2014～2018年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設で、修繕等措置（設計含む）に着手（又は工事が完成）した割合（2020.12末時点)


